
 
 

１．件名 

原子燃料工業(株)熊取事業所における加工施設に係る保安規定の変更認

可申請に関するヒアリング（10） 

 

２．日時 

令和５年６月２日（金）１３時３０分～１３時４０分 

 

３．場所 

原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 原子力規制部 

審査グループ 核燃料施設審査部門 

小澤安全管理調査官、中野上席安全審査官、野村主任安全審査官、 

内海安全審査官、青木安全審査専門職、鈴木安全審査専門職 

 

原子燃料工業株式会社 

 伊藤取締役常務執行役員 

白神執行役員 品質・安全管理室長 

塩田執行役員 熊取事業所長 

熊取事業所担当部長 他６名 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。 

 

６．配布資料 

資料１：Ｈ－２３０１２ 熊取事業所保安規定変更認可申請（１回目補

正）コメント対応整理表（R5/5/31） 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

00:00:03 録音を開始させていただきました。 
00:00:06 本日のヒアリングでは、5 月 29 日の審査会合で指摘した点について事業

者からコメント対応整理表ということで、 
00:00:14 回答がありましたのでその点について、事業者様から説明をいただきま

して我々から質疑ということで、流れを進めさせていただこうと思いま
す。 

00:00:24 それでは説明の方よろしくお願いいたします。 
00:00:34 いえ、原子燃料工業の岡田です。 
00:00:37 それでは、5 月 29 日の審査会合におきまして 
00:00:45 の指摘に対しまして、その対応について 
00:00:51 説明さしていただきます。 
00:00:54 コメント、いただきました本規定第 474 条第 2 項について、 
00:01:02 令和 4 年 7 月 13 日の原子力規制委員会資料踏まえまして、検討を行い

ました結果、74 条、第 74 条第 2 項の当該記載の変更は、 
00:01:16 次回補正申請にて削除し、その措置については、家族亭の方にて定める

ことといたします。 
00:01:25 そして本規定第 70 条第 2 項以外の箇所についても同様の視点で、保安

規定の記載を 
00:01:33 確認いたしまして、修正箇所は、70 第 74 条第 2 項のみであることを確

認しております。 
00:01:41 この確認につきまして、 
00:01:48 説明が 
00:01:49 令和 4 年 7 月 13 日の原子力委員会資料におけます、 
00:01:54 審査の考え方を踏まえまして、 
00:01:59 次の観点で、保安規定の条文に書かれた記載について、施設の操作の説

明にかかる箇所を中心に確認いたしました。 
00:02:09 その観点ですけれども、当該施設が、 
00:02:13 当該施設により安全機能を担保するものであって、 
00:02:18 それに関する仕様、性能等の基本方針に対して、 
00:02:22 何らかの措置を講じて保安規定で管理する必要が生じるものであるかど

うかということで、 
00:02:30 の観点で確認いたしました。 
00:02:32 この結果、第 74 条第 2 項に記載した管理手法。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

00:02:38 いつ、 
00:02:39 が、放射性液体廃棄物の廃棄施設に求められる内容であり、流しやドレ

ン水担保に対して直接的に求められるものではないと。 
00:02:49 いうところのみが今回の確認が寺本っていう。 
00:02:55 説明は以上になります。 
00:03:02 はい。規制庁青木でございます。 
00:03:04 説明ありがとうございます。規制庁側から確認ございますでしょうか。 
00:03:12 すいません。規制庁内海ですよろしいですか。 
00:03:18 はい。お願いします。 
00:03:21 すいません、規制庁地熱確認というよりお願いなんですけども、 
00:03:26 今は岡田さんからご説明があった支店、安保甲斐のコメント対応でのコ

メントを受けてどういうふうな視点で、 
00:03:33 見直したかというところを視点の中身についてはコベントウ回答資料で

すねあまり 123012 の方に記載していただいた上て、 
00:03:42 この資料は次回補正値に合わせて修正版を再提出いただきたいんですけ

ど、よろしいでしょうか。 
00:03:51 原子燃料工業の岡田です。はい。コメント回答値を整理表資料に、先ほ

ど説明しました内容、 
00:04:00 絶対再提出いたします。 
00:04:04 よろしくお願いします。 
00:04:06 内海は、以上。 
00:04:11 他規制庁側から確認ございますでしょうか。 
00:04:22 ないようであれば、本日の 
00:04:26 ヒアリングは 9 月 29 日の 
00:04:29 指摘に対する回答について説明をいただいたということで、資料を修正

して、補正 A と同時 
00:04:36 普通に提出いただきたいと考えておりますので、その辺よろしくお願い

しますということで、本日は主にさせていただこうと思い 
00:04:44 ちなみになんですが、 
00:04:47 いや、衛藤。 
00:04:51 失礼しました規制庁青木です。熊取側から何か確認したいことあります

でしょうか。 
00:04:58 ネンコウでございます事業者側から確認したいと思うところにございま

せん。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

00:05:03 はい、わかりました。 
00:05:05 ではこれで、 
00:05:07 本日のヒアリングを終了させていただきます。 
00:05:10 ありがとうございました。 
00:05:12 ありがとうございました。 

 


